
 
平成２４年１０月１９日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 北建第２１０号 笹山東第２公園施設整備工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

施工第 0-0070 号内訳表について 
 
① ブルドーザ〔普通・排ガス型（第 1 次）〕3t 級 標準運転･････SK0101008（5,314 円/h）
 
② 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕排ガス型（第 1 次）質量 3～4t  

標準運転･････SK0804020（5,803 円/h） 
 
③ ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t 標準運転･････SK0301001（3,563 円/h） 
 
上記３機種の運転単価は日当たりとなっていますが、時間当たり運転単価を採用して積算さ

れていないでしょうか。 
精査をお願い致します。 
 

回        答 

 上記３機種の運転単価については日当たり運転単価を採用して積算しております。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 


